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P99

（５）情報資産につ
いて機密区分別
に分類ラベル付け
が必要である。

市は，「倉敷市情報資産取扱い基準」において情報の機密区分を，極秘，
秘，X（局等）秘，庁内極秘，庁内秘，庁秘の6段階に区分しており，機密区
分によって，利用・閲覧・保管の方法が異なる。現在は対象情報に機密区
分の分類ラベル付は行われていないため，表示上で機密区分が判断でき
ない状態である。よって，効率的な管理を行うためには，分類ラベル付が必
要である。

情報政策課

 本市では、平成２９年１月に「倉敷市情報セキュリティ
ポリシー」を改定しました。改定前の本市の「倉敷市情
報セキュリティポリシー」は、「倉敷市情報セキュリティ
基本方針」と８つの対策基準（「倉敷市情報資産取扱い
基準」を含む。）で構成されていました。平成２９年１月
の改定（平成２７年３月に総務省より示された「地方公
共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイ
ドライン」に則した全面的な改定）により、情報資産の分
類方法が変更されたため、機密区分による分類ラベル
付けという概念はなくなりました。

措置済
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